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は し が き

　本書『警察官のための死体の取扱い実務ハンドブック　～事例等解説や用
語解説で学べる実務の要点～』は、検視を実施する現場の警察官の方々に対
する、分かりやすいマニュアル本として作成したものです。その趣旨や内容
については、後述の「はじめに」に記載したとおりであります。本書が、多
くの現場の警察官の方々にとって、役立つものとなってくれることを心から
祈っているところであります。
　また、本書の後半に「検視・死体見分・解剖用語解説」を掲載しました。
その用語説明に当たっては、日本法医学会のホームページに掲載されている
用語検索である「日本法医学会法医学用語集（http://www.jslm.jp/glossary/）」
や、その他の文献等を活用・参考にさせていただきました。
　上記の日本法医学会法医学用語集は、非常に有益な用語解説集であること
から、大いに参考になったものであります。その参考文献としての使用につ
いて、同学会から、御了解をいただいたことにつき、この場を借りて、深く
感謝申し上げます。
　なお、本書の作成に当たっては、企画や編集、校正等でお世話になりまし
た、立花書房編集部の馬場野武部長、下村大志係長、中埜誠也係長をはじめ、
特に、「検視・死体見分・解剖用語解説」の部分につき、総務部の谷千恵海
主任、デジタル推進室の堀籠あかね氏らには、本当にお世話になりました。
深く謝意を表します。
　おって、昭和大学医学部法医学講座松山高明主任教授におかれましては、
司法解剖の際などを含めて多くの機会に多大の御教示をしていただいており、
この場を借りて厚く御礼を申し上げます。

令和 4年 9月
昭和大学医学部法医学講座教授
元最高検察庁検事　　　　　　　城　祐一郎
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は じ め に

1 　本書の特徴

　本書「警察官のための死体の取扱い実務ハンドブック～事例等解説や用語
解説で学べる実務の要点～」は、主に警察官が現場で、死体を取り扱う際の
ポイントや留意事項等をまとめたハンドブックである。

　したがって、本書は、法医学上の学術的な見地から述べたものではないし、
そのレベルについても決して高いものではない。筆者の拙い経験・学修と、
刊行されている秀逸な文献における見解等を、一冊にまとめて記載した手引
き書のようなものであり、言わばガイドブック的なものに過ぎないものであ
る。ただ、検視等に慣れていない警察官もいるのであるから、そのような警
察官が、現場で死体を取り扱う上で、できるだけ困ることが無いように、と
の配慮からまとめたものであると理解されたい。

　そのため、本書では、各種問題となりそうな架空の事例を作成し、それに
答える形式を中心に作成している。また、近時の裁判において、法医学的に
問題とされた事案などについては、検視においても役立つものであることか
ら、その事案や判断についてもある程度詳細に紹介している。

　本書では、警察における死体の取扱い上、普遍的な法医学的事項について、
筆者の理解に基づいて記載してある。しかし、筆者の経験や能力を超えるよ
うな、専門的な見解に基づく事項については、文章の末尾にかっこ書きで、
その引用・参考にした先が分かるように明示してあるので、場合により、そ
れらを参照されたい。
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　もっとも、これまでの筆者自身の経験や、学修などに基づく、知識・見解
による場合であっても、できるだけ客観性を持たせるため、同様の内容が記
載されている文献がある場合には、それらを網羅的、重畳的に引用・参考に
している。そのため、引用が若干くどくなっているところもあるが、提供す
る知識・情報の客観性・確実性向上のためとして、御容赦願いたい。

　引用・参考等にした文献については、次頁に挙げるものをまず参考にし、
それらに番号を付して、その番号で引用・参考にした先が判明するようにし
てある（例えば、（①24頁）との表記であれば、①の文献の24頁を引用・参考にし
たということである。）。

　なお、本書は学術書ではないため、必要な図については、私が他書等を参
考にしてフリーハンドで記載したものをデジタル化するなどして掲載してあ
るが、実際の死体の写真等については、被写体の人権上の問題等も存するこ
とから一切掲載していない。
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第 1章　死体の取扱いに関する
法令に基づく警察官の職務

1	 は	じ	め	に

　警察が法の執行機関である以上、警察官の行為は、すべて法令に基づくも
のであることは当然である。
　そして、これは死体の取扱いにおいても同様なのである。
　例えば、通行人等が、偶然、路上等にあった死体を発見した場合、直ちに、
110番通報などで警察に連絡がなされるであろう。
　その際に、自らが当該現場に駆け付けた場合において、何をしなければな
らないか、何をすることが許されるのか、許されないのかなどは、基本的に
は、法令に規定してあるとおりである。
　したがって、まずは、それら法令において、どのようなことが指示されて
いるのか、次に、その内容や解釈を理解するということが、スタートとなる
ことになる。



4　第 1章　死体の取扱いに関する法令に基づく警察官の職務

　警察官が死体を発見した際にどのような対応が求められるかについては、
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（以下「死因・
身元調査法」という。）、刑事訴訟法、死体取扱規則、検視規則等において規
定されている。
　その中でも、犯罪死の見逃しの防止等の観点から、平成24年 6 月15日に成
立した死因・身元調査法は、警察等が取り扱う死体について、調査、検査、
解剖その他死因又は身元を明らかにするための措置に関し必要な事項を定め
ていることから、この法律上、警察官に要請される事項にも言及しつつ解説
することとする。

事　例

　○○県警A警察署地域課巡査部長の甲野太郎は、同署管内のB
交番において一人で勤務していた。
　すると、突然、男性Cが交番に飛び込んできて、「おまわりさ
ん、大変です。隣の家の庭に死体のようなものがころがっていま
す。この家は、ずっと不在が続いているのですが、隣家ですから
家主の電話番号は分かっています。すぐに、その死体を調べてく
ださい。」と言った。
　それで、甲野巡査部長は、Cと共に、その死体のようなものが
あるという現場に駆け付けた。その家は、立派な門のある家であ
ったが、柵の間から見ると、たしかに庭に死体のようなものが見
られた。それで甲野巡査部長は、Cから聞いたこの家の家主Dに
電話を掛けて、門を開けて中に入らせてもらいたいと伝えた。
　すると、電話口に出たDは、「私は、今、北海道にいるけど、
しばらくはこちらに滞在する。その後、そちらに戻るから、それ
まで待ってもらいたい。勝手に入るなら、住居侵入で訴える。そ
れが嫌なら、令状でも持ってきてもらいたい。」などと言った。
　さて、甲野巡査部長としては、どうしたらよいのか。
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　ちなみに、死体取扱規則 1条においても、
　警察が取り扱う死体に係る通報、引渡しその他行政上の手続について
は、警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律（中略）
その他の法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

と規定されている。
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第 2章　検視に際しての心構え

1	 10の心構え

　検視に際しての心構えについては、①55～60頁に、適切に記載してあるの
で、その項目を引用し、更に必要な事項を適宜追加した上、簡略に説明して
おくこととしたい。

1 　死体に対する礼儀を失しないこと

　この点は、死因・身元調査法 2条においても、
　警察官は、死体の取扱いに当たっては、礼意を失わないように注意し
なければならない。

と規定し、死者への礼儀について規定しているところである。
　ここでの、「礼意を失わないように」とは、死体に接しては、黙礼、場合
によっては合掌するのはもちろんのこと、死体を移動したり、解剖に付する
場合、あるいは、その後に安置する場合においても、その取扱いや場所の選
定には十分配意するということが考えられる。
　例えば、屋外にある死体については、できるだけ早く衆目に触れない地点
に移動したり、被覆するなどの注意を払わなければならない、ということで
ある（②29頁）。
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第 3章　検視実施上の留意事項⑴
─死体の死後変化─

　検視のために現場に赴いた時点で、既に、死亡してから何時間も経過して
いるのが通常であろう。
　時には、それが数日以上になっていることもある。
　そこで、まず、現場で見る死体が、死後変化で生前の状態からどのように
変化しているのかを理解しておく必要がある。

1	 死の認定基準

1 　人　の　死

　人の死というのは、その生命活動が永久に停止することである。
　では、どのような兆候や状況が見られたら、人は死亡しているといえるの
かについては、伝統的に、「三兆候説」と呼ばれる見解に基づいて、判断さ
れているといってよいかと思われる。
　具体的には、

⑴　脈拍の不可逆的停止（心機能停止）

⑵　自発的呼吸の不可逆的停止（肺機能停止）

⑶　瞳孔散大と対光反射消失（脳幹部機能停止）

の 3つの兆候を総合して判断する見解である（③22頁）。
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第 4章　検視実施上の留意事項⑵
─窒息死─

1	 窒息死の定義及び種類

1 　窒息死とは

　窒息とは、気道閉塞や呼吸抑制に起因する機械的な低酸素状態や、呼吸機
構の機能的障害により、低酸素血症と高炭酸ガス血症（高二酸化炭素血症）
がもたらされた状態であり、窒息による死を窒息死という（⑦68頁）。

事　例

　○○県警A警察署刑事課警部乙野次郎は、検視官を拝命したば
かりであるところ、ある夜、同署管内で発生した、首吊り死体を
発見したとの通報を受け、先輩の検視官らとともに、現場に駆け
付けた。
　すると、現場の家屋の鴨居に紐を掛けて首を吊った状態の中年
の女性の死体が見つかった。
　家族の者が言うには、日頃からノイローゼ気味で自殺願望があ
ったとのことであった。
　乙野警部は、その死体を鴨居から降ろして見分したところ、死
斑が背中全体に広がっており、顔はうっ血し、眼瞼結膜や眼球結
膜にはいくつもの溢血点が見られた。
　さて、乙野警部としては、どのように判断したらよいのか。
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第 5章　検視実施上の留意事項⑶
─損傷死─

1	 損傷の定義、生活反応及び種類

1 　損 傷 と は

　損傷とは、外力作用により組織の正常な生理的連絡が絶たれた状態である

事　例

　○○県警A警察署刑事課警部補丙野三郎は、愛人の女性を殺害
したXの取調べをしていた。Xは当初、否認をしていたが、丙野
警部補の説得に応じ、自供を始めた。その殺害方法は、被害者の
腹部を鋭利な刃物で 1回突き刺したことによる失血死であった。
凶器は現場からは発見されておらず、その後も不明のままであっ
た。丙野警部補はXに対し、凶器は何で、それをどこに隠したの
かと問い続けたところ、Xは、近くのY川にかかるZ橋の真ん中
あたりでその川に投げ捨てたと供述した。そこで、A警察署刑事
課をあげてその付近を捜索したところ、刃体の長さが12cmほど
の出刃包丁が見つかり、そこには被害者の血液と思われるものも
付着していた。ただ、司法解剖の結果では、腹部の刺創の深さは
14cmということであった。甲野警部補は、この包丁では長さが不
足し、この刺創を形成することができないのではないかと悩んだ。
　さて、甲野警部補としては、どうすればよいのか。
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第 6章　検視実施上の留意事項⑷
─中毒死─

1	 は	じ	め	に

　中毒死においては、毒物などが使われる。
　それらが自殺で用いられることが多いのはもちろんであるが、他殺でもし
ばしば使われる。
　しかしながら、毒物を用いた他殺では、その死体自体からは中毒死である
ことが容易には判明しない。

事　例

　甲野太郎は、自らが経営しているスナックの売上が落ちてきた
ことから、従業員に生命保険をかけた上、殺害して、その死亡保
険金等を取得しようと考えた。
　ただ、通常の方法では、自らの犯行が発覚することになるか
ら、特別な毒物などを使うことをせずに、死を迎えさせることと
した。
　そのため、上記スナックにおいて、連日、従業員に多量に飲酒
させた上、健康食品であると偽って、多量の風邪薬（アセトアミ
ノフェン等を含有する総合感冒薬等）を飲ませ続けた。
　その結果、当該従業員は、化膿性胸膜炎、肺炎等を引き起こし
て死亡した。
　甲野の行為は、殺人罪を構成するのか。
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第 7章　検視実施上の留意事項⑸
─異常環境下における死─

　異常環境下での死に関して、ここでは、焼死、凍死及び感電死を取り上げ
ることとする。

1	 焼　　　死

　焼死とは、火災現場などで一酸化炭素などの有害ガス、熱傷、酸素欠乏な
どによって死亡することである。
　一酸化炭素中毒死と酸素欠乏による窒息死についてはこれまでに述べてき
たので、ここではまず、熱傷から説明する。

事　例

　○○県警A警察署刑事課警部丁野四郎は、検視業務に従事して
いたが、ある年の 4月、風呂場で男性が倒れたまま死亡している
との通報を受けて現場に駆け付けた。
　そこには、20代の男性が、自宅浴室内で下半身を脱衣し、背部
にシャワーから少量の流水（水温11℃）を持続的に浴びた状態で
死亡していた。
　さて、丁野警部は、どのようなことに注意すべきであるのか。
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第 8章　検視実施上の留意事項⑹
─嬰児殺─

1	 は	じ	め	に

　分娩中、あるいは分娩後間もない新生児を殺害することを、嬰児殺と呼ぶ。

事　例

　甲野花子は、乙野次郎と交際しその後、別離を迎えたものの、
肉体関係もあったことから、その頃、花子は既に次郎の子供を妊
娠していた。花子は中絶しようと考えたが、その時機を失してし
まい、また、当時、経済的に楽な状態ではなかった上、周りの支
えもなく、誰にも相談することがないまま、流れに任せて本件男
児を出産してしまった。
　そのため、花子は、本件男児を出産した直後に、本件男児を殺
害するしかない、殺害せざるを得ないという気持ちになり、令和
2年○月○日頃、山形県米沢市内又はその周辺において、上記男
児（身長約49cm、体重約2800g）に対し、その鼻口部を塞ぐなどし、
よって、その頃、同所において、同人を窒息により死亡させて殺
害した。その上で、花子は、夕刻頃、付近の△寺に同児の遺体を
運び、同寺の本堂の回廊上に同児の遺体を放置した。
　その後、同児の遺体を発見した△寺の関係者からの通報により、
所轄警察署刑事課の丙野三郎警部補は現場に赴いた。
　丙野はどのようなことに注意し、検視すべきであるのか。
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第 9章　検視実施上の留意事項⑺
─総括─

1	 は	じ	め	に

　これまで述べてきた検視上の留意事項を総括して、死体が置かれた現場や
その周辺の状況に関して注意を払うべき事項、死体の各部位に応じて注意を
払うべき事項などを、横断的に整理して、現場での検視作業の役に立てるよ
うにしたい。
　この点については、検視規則 6条 1項において、総括的に調査すべき事項
を挙げており、

一　変死体の氏名、年齢、住居及び性別

二　変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴

三　着衣、携帯品及び遺留品

四　周囲の地形及び事物の状況

五　死亡の推定年月日時及び場所

六　死因（特に犯罪行為に基因するか否か。）

七　凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
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第10章　検視調書の作成に関して
留意すべき事項

1	 検視調書の様式

　検視の際には、検視調書の作成が義務付けられており、その書式は、司法
警察員捜査書類基本書式例（以下「基本書式」という。）の様式第 1号に定め
られている。
　その内容は、図❾のサンプルのとおりである。
　検視調書は、刑事訴訟法229条 2 項の規定に基づき、いわゆる代行検視を
した場合に作成するものである。
　ただ、検視の結果又は検視の過程において、死者の死因について犯罪の嫌
疑が生じた場合には、検察官にその旨を連絡するとともに、引き続き検証又
は実況見分を行ったときは、検証調書又は実況見分調書を作成し、そのよう
な場合には、それらの調書に死因等に関する事項も記載されることから、検
視調書の作成を省略することができる（①165頁）。
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第11章　我が国における死体解剖制度

　検視を実施した結果、司法手続に移行する場合もあれば、そこに移行しな
い場合もある。
　ただ、上記のどちらの場合であっても、死体解剖がなされることがあるの
で、ここでは、我が国における死体解剖制度について、概観しておくことと
したい。

1	 死体解剖保存法の原則

　そもそも、我が国において、司法解剖を含めた死体解剖をするに当たって
は、死体解剖保存法（以下、「解剖法」という。）で定められた規制に従うこと
になる。
　同法では、死体解剖をするためには、 2条 1項で、

　死体の解剖をしようとする者は、あらかじめ、解剖をしようとする地
の保健所長の許可を受けなければならない。ただし、次の各号のいずれ
かに該当する場合は、この限りでない。

と規定しており、保健所長の許可がなければ、死体解剖ができないというの
が原則である。
　しかしながら、上記ただし書きで分かるように、本項各号において、例外
がいくつか定められており、その中に、司法解剖・行政解剖・病理解剖など
が含まれている。
　それゆえ、実際のところ、この例外規定にほぼすべての死体解剖が含まれ
ていることから、通常、解剖をするに当たって保健所長の許可が必要になる、
という事態は起きていないものである。



　249

第12章　司法手続への
移行しない場合の手続

　上述したように検視を実施した後、それが犯罪死体であると判明した場合
には、司法手続に移行することになるが（これについては次章で述べる。）、非
犯罪死であることが判明した場合には、どのような手続が採られるのであろ
うか。

1	 死因も身元も明らかな場合

　検視の結果、病死や自殺であることが明らかになり、死因や身元も判明し
ている場合には、もはやそれ以上、当該死体を警察の手元に置いておく必要
はないので、速やかに遺族に引き渡す必要があろう。
　そこで、この点については、死体取扱規則 5条 1項において、

　警察署長は、法第 4条第 1項の規定による報告又は死体に関する法令
に基づく届出に係る死体（取扱死体を除く。）について、当該死体を引き
渡したとしてもその後の犯罪捜査に支障を及ぼすおそれがないと認めら
れる場合において、当該死体の身元が明らかになったときは、速やかに、
遺族その他当該死体を引き渡すことが適当と認められる者に対し、その
後の犯罪捜査又は公判に支障を及ぼさない範囲内においてその死因その
他参考となるべき事項の説明を行うとともに、着衣及び所持品と共に当
該死体を引き渡さなければならない。ただし、当該者に引き渡すことが
できないときは、死亡地の市町村長（特別区の区長を含む。次項において
同じ。）に引き渡すものとする。

との規定に基づき、遺族等に引き渡すことになる。
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第13章　司法手続へ
移行する場合の手続

　犯罪死の疑いがあるとなれば、その死因等を明確にする必要があり、その
ためには、司法解剖を実施しなければならない。
　そこで、まず、司法解剖はどのような法的根拠に基づくものであるのかを
説明し、その後、そこに至るまでや司法解剖の際に、警察官として行わなけ
ればならない手続について、述べることとしたい。

1	 司法解剖の法的根拠

　司法解剖は、刑事訴訟法の規定に基づき、犯罪捜査などの刑事事件の処分
のために行われるものである。
　具体的には、損傷の部位、形状、程度や、凶器の種類、加害方法及び凶器
と死因との間の因果関係、更には死後経過時間等を明らかにして犯罪の立証
に役立てることを主な目的としている。
　これは、解剖法 2条 1項 4号に規定されている、解剖である。
　司法解剖がなされた件数は、平成16年は、4969体であったところ、平成25
年には、それが8356体に増え、その後、平成29年には8157体と、8000体を超
えた状態で推移しているところである。
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〈検視・死体見分・解剖用語解説〉

あ あ
用　　　語 読　み　方 説　　　明

仰　　　向 あおむけ 背中を下にし、お腹を上にして横になった姿勢。仰臥
位。⇔傭（うつぶせ、うつ伏せ）、腹臥位

赤　鬼　状 あかおにじょ
う

腐敗が進行し体が膨れ上がり鬼のようになった状態。腐
敗が進行し赤血球が破壊され体内の血液が溶けるため、
血色素（ヘモグロビン）が出て皮膚が赤く見える。

亜　急　性 あきゅうせい 急性より若干時間的な経過がある場合。あまり急でない
こと。例：「亜急性窒息死」

顎 あご 口の下にあって、口を動かす役割をする部位。下顎（か
がく）。

足　　　首 あしくび 躁（くるぶし）上の関節部。足関節（そくかんせつ）。

圧　　　痕 あっこん 圧迫されていた部位に生じた皮膚の窪みや痕跡。

圧　　　死 あっし 押しつぶされて死ぬこと。

圧　　　平 あっぺい 圧迫されて平らになった状態。

鐙　　　骨 あぶみこつ 耳の中にある軟骨（耳小骨）の一部。

アリル
（アリール）

ありる
（ありーる）

1つの遺伝領域がいくつかの型に分けられる場合、その
うちの 1 つの型をいう。DNA鑑定などで、型判定され
た遺伝領域のうち一方の親から受け継いだもの。対立遺
伝子とも訳すが、遺伝子とは限らない。

アレルギー あれるぎー 種々の物質の摂取、接触、注射等の結果起こる。その物
質に対する過敏症、特異体質。現象としては、じんま疹
の発現等。重篤な場合は、ペニシリンショックにみられ
るように死亡する。

暗 紫 赤 色 あんしせきし
ょく

暗い紫がかかった赤色。皮下出血や死斑の色表現に用い
られる。普通の死斑色。

暗 赤 紫 色 あんせきしし
ょく

暗い赤みがかった紫色。暗紫赤色。
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暗　緑　色 あんりょくし
ょく

暗い緑色。腐敗に伴う色変化の表現として用いられる。

い
胃 い お腹のみぞおちのところにある袋状の消化器官。全体的

に弓状に湾曲し、上縁は短く小弯（（小彎）しょうわ
ん）、下縁は長く大弯（（大彎）だいわん）。食道側から
十二指腸側に向かって、噴門、胃底、胃体、幽門部、幽
門という部分におおまかに分けられる。

縊　　　頸 いけい 索条（さくじょう（紐のようなもの））を頸部に巻きつ
け、その一端を高所に固定して吊り下がること。

縊　　　溝 いこう 首吊りの頸部に見られる使用索条の痕跡。

移　行　部 いこうぶ 相互に異なった組織が接する部分。例：頸部と顔面の移
行部。

縊　　　痕 いこん 首を吊った紐のあと。索痕（さっこん）。

縊　　　死 いし 索条（紐等）を頸部に巻きつけ、その一端を高所に固定
して吊り上げ、自己の体重で頸部を絞めて死亡するこ
と。首吊り。

萎　　　縮 いしゅく しなび、ちぢむこと。

胃　　　体 いたい 胃の一部分。胃の中央で大部分を占める。

一　　　塊 いっかい ひとかたまり。

溢　　　血 いっけつ 身体の組織間に起こる出血。

溢　血　点 いっけつてん うっ積した血液が毛細血管を破って点状に出血したも
の。小出血点。まばら状の出血点。眼瞼結膜、口腔粘
膜、内臓の漿膜などに現れる。顔面などの皮膚に現れる
こともある。掘頸、絞頸、非定型的縊死などの頸部圧迫
による窒息死に現れる。本来急死の所見。心臓疾患など
の内因性の急死の場合にも多少は見られる。

溢　血　斑 いっけつはん 溢血点が集合して米大以上になったもの。溢血点と同じ
理由で出血したが、出血量が多く、斑状になったもの。
溢血点より大きい。

胃　底　部 いていぶ 胃体のうち、食道から胃に入るところ（噴門（ふんも
ん））の左方に膨らんで、横隔膜のすぐ下に位置してい
る部分。
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